
広島県後期高齢者医療広域連合規則の読点の表記を改める規則 

                     令和５年１０月３０日 

                               規則第８号 

広島県後期高齢者医療広域連合の規則（この規則の施行の際現に効力を有する

ものに限る。）において読点として表記する「，」は、「、」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙（電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録をいう。）を含む。）については、当分の間、これ

を使用することができる。  

   附 則（令和６年１月１６日規則第１号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


